
C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作方法コールセンター：0120-006-175 

≪建キャリ スマホアプリ≫ 

 
 

≪CCUS ホームページ FAQ（よくあるご質問）≫ 

https://www.ccus.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪連携のイメージ図≫ 

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建退共電子ポイント方式と CCUS との完全連携 

CCUS 
タッチ or 顔認証等 

現場 

事務所 

退職金ポイント充当 

技能労働者 

CCUS 未登録 

技能労働者 

技能労働者 技能労働者 

元請が連携設定するだけ

で、毎月自動連携！ 

毎月実施 

元請が退職金ポイントを購入 

技能労働者 

技能労働者 

技能労働者 

建退共掛金の積立状況を

スマホで確認！ 

建退共 

電子申請サイト 
（インターネット上） 

金融機関 
 

 

（ペイジー、口座振替等） 

資料 ３ 

1 

3 

2 

元請または一次下請

がサイトに就業履歴

を登録可能！ 

2‘ 



建退共 

・電子ポイント方式の手順 
※赤字部分がご契約者様にやっていただくことです。 

 

電子申請専用サイトへアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜工事開始時＞ 

 

 

 
＜工事運用時＞ 

 

 

 

 

・電子申請で手続き簡単 

    

  
1 金融機関窓口での共済証紙の購入が不要 

２ 共済手帳への証紙貼付・消印や、下請への現物交付が不要 

３ 共済証紙受払簿の作成や在庫管理が不要 

４ 
共済契約の申込みがオンラインでできます！ 

共済手帳の申込み、その他の手続きもオンラインで申請書作成が可能 
※ 

※一部の申請は郵送が必要です。 

建設キャリアアップシステム 
≪必ず確認し、登録等されていること≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪CCUS システム操作方法≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ⅲ 施工体制の確認・登録 
 

510_閲覧 50_施工体制登録情報 （確認） 

620_施工体制登録 10_施工体制登録 （登録） 

620_施工体制登録 20_技能者登録 （登録） 

・協力会社の事業者名 

・協力会社の事業者 ID 

・自社及び協力会社の技能者名 

・自社及び協力会社の技能者 ID 

Ⅰ 事業者情報の確認・変更申請 
 

510_閲覧 10_自社情報 （確認） 

820_変更 10_変更申請 （変更申請） 

・建退共共済契約者番号 

Ⅱ 技能者情報の確認・変更申請 
 

510_閲覧 30_技能者の検索 （確認） 

350_変更 10_変更申請 （変更申請※） 

   ※技能者本人申請の場合 

・建退共被共済者番号 

・所属事業者名 

・所属事業者 ID 

Ⅳ 現場の建退共連携設定 
 

840_建退共連携 10_電子申請現場設定 

連携方法 

   ・自動連携 

メニューコード 

〔CCUS ホームページへアクセス〕 

〔CCUS システム トップページ〕 

事業者 ID または技能者 ID

（14 桁）とパスワードを入力 
〔CCUS システムへログイン〕 

元請事業者・協力会社 

技 能 者 被共済者番号の登録 

共済契約者番号の登録 

事業者、技能者の登録 施工体制 

現   場 建退共自動連携の設定 


